
1 

 

令和２年村上市教育委員会８月定例会会議録 

 

○ 日 時 

令和２年８月 20日（木）午前８時 55分 開会 

 

○ 場 所 

村上市朝日支所 ２階 第１会議室 

 

○ 出席委員 

遠 藤 友 春  教育長 

横 山 吉 夫  委員（教育長職務代理者） 

本 図 元 子  委員 

大 滝  豊   委員 

板 垣 英 樹  委員 

 

○ 欠席委員 

なし 

 

○ 出席した事務局職員 

学校教育課長          菅 原   明 

生涯学習課長          板 垣 敏 幸 

学校教育課 管理主事      平   良 徳 

生涯学習課 参事        永 田   満 

学校教育課 指導主事      仙 田   満 

  〃   指導主事      髙 橋   健 

  〃   教育総務室長    船 山 幸 文 

生涯学習課 社会教育推進室長   太 田 秀 哉 

  〃   スポーツ推進室長  倉 松 淳 志 

  〃   文化行政推進室長   吉 井 雅 勇 

  〃    教育情報センター長    大 倉 佳 代 

村上教育事務所長        加 藤   渉 

荒川教育事務所長        百 武 靖 之 

神林教育事務所長        田 村 富 夫 

朝日教育事務所長        本 間 憲 一 

山北教育事務所長        本 間   宏 
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○ 欠席した事務局職員 

なし 

 

○ 書 記 

学校教育課 教育総務室長    船 山 幸 文 

 

○ 会議に付した議件等 

・会議録署名委員の指名について 

・７月臨時会会議録の確認について 

・７月定例会会議録の確認について 

・報第７号 一般報告事項について 

・議第 19号 市指定文化財の指定解除について 

・議第 20号 市指定文化財の指定について 

・議第 21号 市指定文化財の指定について 

 

 

遠藤教育長     午前８時 55分開会宣言 

 

遠藤教育長     ただいまより令和２年８月定例会を開会します。 

 

遠藤教育長  昨日で市立学校の夏休みが終わり、本日が２学期の始業式となりま

した。出勤する際に、荒川中学校や小川小学校の児童生徒が元気に登

校している様子を見て、順調にスタートが切れてよかったと思いまし

た。子どもたちにとっては短い夏休みでしたが、新型コロナウイルス

感染症拡大防止のための４月、５月の長期間の臨時休校時とは違い、

自由度のある、充実した夏休みとなったのではないかと思っておりま

す。そして、元気に２学期がスタートしたことを喜んでおります。１

学期に開催できなかった運動会等の大きな行事もありますので、でき

る限り予定どおりに実施できることを願っております。そして何より、

新型コロナウイルス感染症が発生することなく、授業日数をしっかり

確保できることを願っております。本日はよろしくお願いいたします。 

 

 

・会議録署名委員の指名について 

 

遠藤教育長     それでは、会議録署名委員を指名させていただきたいと思いますが、

よろしいでしょうか。 
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遠藤教育長     会議録署名委員は、本図委員と板垣委員にお願いします。 

 

 

・７月臨時会会議録の確認について 

 

遠藤教育長     ７月臨時会会議録について確認します。各委員には自分の発言が漏

れていないか、表現が違わないか確認していただきます。学校教育課

長報告をお願いします。 

 

学校教育課長    会議録の概要について説明する。 

 

遠藤教育長  ７月臨時会会議録について何かございますか。 

 （質問等なし） 

７月臨時会会議録は確認されました。 

 

 

・７月定例会会議録の確認について 

 

遠藤教育長  引き続き、７月定例会会議録について確認をお願いいたします。 

 

学校教育課長    会議録の概要について説明する。 

 

遠藤教育長  ７月定例会会議録について何かございますか。 

 （質問等なし） 

７月定例会会議録は確認されました。 

 

 

・報第７号 一般報告事項について 

 

遠藤教育長     続いて報第７号について上程します。 

最初に私から、一般報告事項を報告させていただきます。 

 

遠藤教育長     ７月 28日、教育委員会定例会が開催されました。８月３日、市校長

会議に出席しました。５日、第１回史跡平林城跡整備委員会が開催さ

れました。本日、定例教育委員会が開催されております。その後の総

合教育会議に出席します。以上、報告させていただきました。 
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学校教育課長    学校教育課の一般報告事項等について報告する。 

 

社会教育推進室長  社会教育推進室の一般報告事項等について報告する。 

 

スポーツ推進室長  スポーツ推進室の一般報告事項等について報告する。 

 

文化行政推進室長  文化行政推進室の一般報告事項等について報告する。 

 

教育情報センター長  教育情報センターの一般報告事項等について報告する。 

 

遠藤教育長     それでは、学校教育課、生涯学習課の報告事項について質疑等があ

りましたらお願いします。 

 

横山委員  ９月 10日に高坪大学開講式、25日に神林地区の長寿大学が予定され

ていますが、予定どおり行うのでしょうか。また、他地区の状況につ

いても教えてください。 

 

社会教育推進室長  現在のところ、市内においては感染者がいない状況です。２か月先

を見据え、開催できる状況になった段階で開催するという方針を立て

ておりました。９月の行事につきましては、７月の状況から開催する

という方針を打ち出しました。村上地区では、１か所に集めるのでは

なく、３か所に分散して行う予定としております。他地区の状況につ

いては、各教育事務所長から説明をお願いします。 

 

荒川教育事務所長  ９月 10 日に高坪大学の開講式を行います。収容人数を 80 名とさせ

ていただいていますが、参加者が 60名以内であることから、行う予定

です。 

 

神林教育事務所長  ９月 25日に長寿大学を行う予定です。明日、第１回長寿大学の開催

を予定していましたが、中止としました。落語をきくという内容の学

習会を計画し、新潟大学の落語研究部に講師をお願いしていましたが、

新潟大学の学生が新型コロナウイルスに感染したということを考慮し、

中止としました。 

 

朝日教育事務所長  ９月 10日に長寿大学を実施します。内容は、開講式と軽い運動など

を考えています。 
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山北教育事務所長  ７月 29日に役員会を行い、今年度の活動は行わないということを決

定しました。なお、各クラブの活動は行いますが、全体的な集合につ

いては、今年度は見合わせることとしました。 

 

本図委員  今年度の成人式を行う、行わない、オンラインで行うなど、いつ頃

はっきりするのでしょうか。 

 

社会教育推進室長  現在、１月 11日の開催を予定しています。成人式を行うのか、行わ

ないのかという問い合わせを多数頂きました。決定時期を延ばしたこ

とから、混乱が生じました。こうした反省点を踏まえ、12 月の初旬に

は決定し、関係各位、参加者にご案内したいと考えています。 

 

本図委員  出席する人たちにとっては、衣装の準備もありますので、しっかり

と伝えていただきたいと思います。 

 

遠藤教育長  オンラインによる開催や、一切中止にするという選択肢も出てきま

すか。 

 

社会教育推進室長  一切やらないという選択肢はありません。来年度に行うこととした

場合には、新成人に余計な負担がかかり、ご家族にも心配をおかけし

ますので、年度内に実施します。また、記念写真につきましては、従

来は集合写真としていましたが、新成人の写真をデータで送っていた

だき、モザイクアートを作成し、全員に配布したいと考えています。 

 

本図委員  参加者に記念品を配布していたと思いますが、オンラインでの開催

となった場合には、希望者に配布することになりますか。 

 

社会教育推進室長  今年度に限り、対象者全員に配布したいと考えています。 

 

遠藤教育長  文化行政推進室の一般報告事項で、８月２日大須戸能の能装束の虫

干し公開の話がありました。大須戸能のドイツ公演１周年ということ

で、夕方から大須戸のひどこで懇親会を行いましたが、その１週間後

にひどこが全焼してしまいました。地域おこしの拠点の一つですので、

本当に残念に思っております。 

 

遠藤教育長  それでは一般報告事項は了承されました。 
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・議第 19号 市指定文化財の指定解除について 

 

遠藤教育長  次に、議第 19号について上程します。説明をお願いします。 

生涯学習課長  市指定文化財の指定解除についてです。昭和 53 年３月 27 日付けで

朝日村指定文化財に指定された「桧原のいちょう」が、強風により根

元から倒木したことから、文化財指定解除について、教育長から村上

市文化財保護審議会会長に諮問していたものです。根元から倒れたこ

とにより天然記念物の価値が失われたため、文化財の指定解除はやむ

を得ないという内容で村上市保護審議会会長から教育長に答申がなさ

れたものです。 

 

遠藤教育長  何かお気付きの点はございませんか。 

          （質問等なし） 

 

遠藤教育長  それでは、議第 19号について承認されます方は挙手をお願いいたし

ます。 

（全員挙手） 

ありがとうございました。議第 19号は承認されました。 

 

 

・議第 20号 市指定文化財の指定について 

 

遠藤教育長  次に、議第 20号について上程します。説明をお願いします。 

 

生涯学習課長  教育長から村上市文化財保護審議会会長に諮問しておりました、「牛

屋獅子舞」を村上市指定文化財に指定することについて、村上市文化

財保護審議会会長から教育長に答申がなされたものです。本市の歴史

文化を考える上で学術価値の高いものであり、村上市指定文化財に指

定の上保護すべきであるとの答申を受けたものです。 

 

遠藤教育長  何かお気付きの点はございませんか。 

 

横山委員  種別が有形ではなく無形のものですが、市指定文化財となった場合、

保存していく上でのメリットを教えてください。 

 

文化行政推進室長  無形民俗の場合、装束などが補助対象になります。それ以上に、全

国的に民俗芸能は人口減、高齢化により減ってきており、各保存会の
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活動の励みになり、後世に伝えたいという気持ちがあり、指定という

ことになりました。 

 

遠藤教育長  それでは、議第 20号について承認されます方は挙手をお願いいたし

ます。 

（全員挙手） 

ありがとうございました。議第 20号は承認されました。 

 

 

・議第 21号 市指定文化財の指定について 

 

遠藤教育長  次に、議第 21号について上程します。説明をお願いします。 

 

生涯学習課長  「牛屋獅子舞」と同様に、「福田の獅子踊り」につきましても、本市

の歴史文化を考える上で学術価値の高いものであり、村上市指定文化

財に指定の上保護すべきであるとの答申を受けたものです。 

 

遠藤教育長  何かお気付きの点はございませんか。 

（質問無し） 

 

遠藤教育長  それでは、議第 21号について承認されます方は挙手をお願いいたし

ます。 

（全員挙手） 

ありがとうございました。議第 21号は承認されました。 

 

 

遠藤教育長     予定された議案の審議は全て終了しました。以上をもちまして、令

和２年村上市教育委員会８月定例会を終了します。 

 

午前９時 25分閉会 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

以上、会議のてん末を承認し、署名する。 

 

教  育  長                

 

会議録署名委員                 

 

会議録署名委員                


